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再編に向けたプロセス（地域協議の流れ）
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再編の相手先と統合
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論

学校関係者を含めて
統合後の学校運営等
について議論・調整

市と断続的に対話を継続し、児童生徒数の推移を見ながら
改めて協議会の設置や統合の可否等について判断
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STEP２　再編するブロックによる学校統合検討協議会の目的

STEP２における学校統合検討協議会の目的は、

１　統合を検討する複数地域主導で、統合の可否について合意形成を図ること

２　統合に関わる３つのポイント（統合の時期・場所・通学手段）について話し合うこと

３　「統合する」ことで合意形成がされた場合には、市に統合の申し入れを行うこと

こととしております。

会則・役員の決定
現状と課題の確認

統合の可否等について
合意形成

協議会として、
市に対し、統合の申し入れ
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STEP２　協議会の具体的な進め方

■　第１回協議会では、統合を検討する複数の地域の方に集まっていた
だき、会則や役員、予算などを決めて、正式に協議会を設立します。

会則・役員の決定
現状と課題の確認

統合の可否について
合意形成

■　第２回以降では、統合の可否や、統合に関わる３つの事柄（統合時
期・場所・通学手段）について、意見交換を行います。

■　協議会として、統合の可否やこの３つの事柄について合意形成を行
います。

協議会として、
市に対し統合の申し入れ

■　統合することで、協議会の意思決定がなされた場合には、協議会か
ら、市に対し申し入れ（要望）をしていただくことになります。

　STEP3の「統合準備協議会」で、学校生活に必要な学用品や通学方法を検討します。
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